
1．目的

法律の専門家による事実認定至上主義に基づく
刑事裁判の量刑判断は、とかく特定の法曹関係や
被告人らにだけ顔が向けられ、市民感情が反映さ
れることが少ないため、一般市民は被告人の立場
になることはあっても、裁く側に位置したイメー
ジを持ちにくく、日本の司法が抱える問題点のひ
とつとして指摘されている。司法に市民の顔を向
けさせ、司法への信頼を確保し、迅速で分かりや
すい市民感覚を反映した裁判を目的として、市民
の中から選ばれた裁判員が職業裁判官とともに重
大事件の裁判に参加する「裁判員制度」が 2009

年にスタートした。土屋（2009）は、裁判員制度
を導入する意義として、市民の司法参加による主
権者意識の芽生え、犯罪を裁く体験による法意識
の高まり、司法に市民の常識や感覚が活かされ、
司法が市民の身近な存在に変化するの 3点をあげ
ている。
また、裁判員制度の大きな効果として、刑事裁
判に対する市民の関心・議論を高め、冤罪の問題
についても関心が持たれるようになり、取調べの
可視化（録音・録画）による適正な取調べ確保方
策など従来の自供偏重型捜査のあり方を改善する
刑事司法の変革をもたらした（伊藤ら，2010）。
ところで、市民から選ばれた裁判員は、有罪・
無罪だけでなく、量刑についても裁判官と一緒に
評議して量刑判断も行う参審制度がとられ、有罪
・無罪の判断のみを行うアメリカや英連邦諸国で
実施されている陪審員制度とは評決方法や対象事
件など多くの点で異なっている。わが国の制度で

は、殺人、強盗、放火、強姦の凶悪犯罪や略取誘
拐、傷害致死事件など市民の関心が高い重大な犯
罪を対象に、死刑を含む極めて重い刑を審理する
ことが裁判員に求められる（裁判員法第 2 条）。
裁判員は、死刑を含む重刑の量刑判断という判断
自体の難しさと厳しさの問題に直面することにな
る。ことに死刑は、被告人の生死を判断するとい
う点で、他の刑罰以上に苦渋の判断を迫られる。
職業裁判官の下での形式論的判断から、市民によ
り開かれた司法判断になると同時に、市民に判断
基準を示すことが求められる。森（2012）は『裁
判員制度の実施によって、市民の眼前に新しい死
刑問題の空間が開かれた。市民は未知の空間に投
げ出されたとも言える。それは、死刑の自由化
（価値化）とでもいうべき現象である。』（「死刑と
正義」P 4～5）と述べ、最低限、市民としての死
刑への価値観が必要になってくると指摘してい
る。裁判員は、今までに経験したことのないほ
ど、人の命について掘り下げて考えざるを得ない
立場に置かれることになり、死刑存廃の議論は古
くて新しい問題として再び議論が盛りあがること
になった（小倉，2011）。死刑制度の国際的動向
を概観すると、EU 欧州連合諸国では死刑がほぼ
全廃されているほか、アムネスティ・インターナ
ショナルの資料（2012）によれば、全廃または事
実上廃止国は 139カ国であるのに対し、存置国は
58カ国にすぎないと報告されている。また、1989

年、国連総会において死刑存置国に対し死刑執行
のモラトリアムの実施を促す議決の採択以降、欧
州諸国を中心に死刑廃止活動が展開され、国際的
な情勢は大きく変化した。
次に、死刑制度について日本の国民がどのよう
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な意識を持っているか、政府が行った世論調査の
結果を手掛かりに簡単にみてみる。1956年に死
刑問題に関する世論調査が始まり、過去 9回実施
されている。図 1に存廃意見の推移を示す。最新
の死刑制度に対する意識調査は、2009年に内閣
府が実施した「基本的法制度に関する世論調査」
の中で行われ、全国の 20歳以上の男女 3000人を
対象に面接方式で実施された（回収率 64.8％）。
死刑制度の存廃に関し 3肢択一により実施され、
「場合によってはやむを得ない」と容認する回答
が 85.6％、「どんな場合でも廃止すべき」5.7％、
「わからない・一概に言えない」8.6％となってい
るほか、容認意見を支持する者の 6割以上が「将
来も死刑を廃止しない」と回答している。設問の
不適切さや調査年次で質問がやや異なる点はある
ものの、死刑制度容認意見はすべての調査で廃止
意見を大幅に上回り、2009年調査における死刑
容認は、調査開始以来、過去最高を示している。

80年代までほぼ 60％代で推移していた存置容
認意見が 1994年以降、急激に増加し、以降調査
ごとに増加傾向を示している。しかし、いずれの
調査年次でも、20代（若者世代）の廃止支持の
割合は、他のどの世代よりも高くなっているほ
か、将来的な死刑制度の見直しについて、男性で
は将来的にも存続が、女性では状況の変化で廃止
するとの回答の割合が高くなっている。
死刑容認の理由（複数回答）では、「被害者や

家族の気持ちが収まらない」「凶悪犯罪は命を持
って償うべき」「廃止すれば犯罪が増える」とい
った理由が過半数を超え、とくに、2009年調査
では被害者感情を理由にする回答が前回調査より
も増加し、存置理由の第一位にあげられている。
これに対し、廃止理由では「生かしておいて罪の
償いをさせたほうがよい」「裁判に誤りがあった
時、取り返しがつかない」「国家であっても人を
殺すことは許されない」との理由が目立ち、廃止
理由に関しては、調査年次による大きな変化はな
い。
日本は、先進諸国の中では有数の死刑制度を高
く支持している市民の多い国と言われているが、
その理由についての詳細な検証は少ないのが現状
である。死刑制度に対する支持あるいは反対の理
由を明らかにすることは、そうした意識を生み出
す背景を考えるうえでの基盤的な資料となるもの
であり、本調査では現代の若者世代を対象に死刑
制度に対する意識構造を明らかにすることを目的
とした。

2．調査方法

（1）調査対象
関西私立大学の心理学または社会学系学部に所
属し、犯罪心理学の授業を受講した大学 1～4年
生計 500人に対し、講義時間を利用して質問紙に
よる調査を行った。このうち、理由不記載の回答
を除いた 480人（男性 149人、女性 331人）の回
答を分析の対象とした。

（2）手続き
調査は、「日本には死刑制度がありますが、こ

の制度の存在について反対か賛成かの意見とその
理由を尋ねたい。」との教示の下に、［1；死刑制
度の存続に賛成、2：死刑制度の廃止に賛成、3：
どちらともいえない・わからない］の 3件法によ
る反応を求めるとともに、賛成・反対する理由ま
たは判断できない理由を自由回答で理由欄に記述
するように求めた。なお、記述形式は自由とし、
回答数にも制限は設けない複数回答形式とした。

図 1 死刑存廃意見の推移
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3．結果と考察

（1）死刑に賛成か反対か
図 2に死刑に対する賛否の回答の単純集計結果
を示した。「存続」（死刑賛成群）52.7％、「廃止」
（死刑反対群）19.4％、「どちらともいえない」
（判断保留群）27.9％であった。賛否の問い方に
違いはあるが、2009年の内閣府調査の数値と比
較すると、死刑賛成群の割合は反対群を上回るも
ののその割合は低く、判断保留群の割合が高くな
っている点が注目される。本結果は、法学部の学
生を対象者に、死刑制度の賛否と量刑判断の関連
を調査した山崎（2011）の結果とほぼ似た傾向を
示している。内閣府の調査と死刑を支持する割合
が大きく異なった要因として、山崎の調査と同様
に調査対象者の均質性の違いによる可能性が考え
られた。
また、佐藤ら（2010）は、20～50歳代の 50名
の男女を対象に死刑に対する審議型意識調査（情
報提供と議論による意見調査法）を行い、調査後
のアンケートで半数以上の調査対象者から知識不
足の回答があったことを報告し、死刑制度に関す
る情報の公開が限定されていることを問題点とし
てとりあげている。本調査において、死刑制度に
対する判断を留保する割合が高くなった要因とし
て、このような死刑制度に関する情報不足も一因
としてあげることができよう。

（2）死刑存廃の理由
回答された理由総記載数 724例（複数回答）に
ついて、内閣府調査の結果を参考に「被害者家族
の気持ちがおさまらない」といった被害者の応報

感情に関連する事項、「人を殺すことは人道に反
する」といった倫理観に関連する事項、「凶悪な
犯罪は命をもって償うべき」といった贖罪（処
罰）に関連する事項、「死刑を廃止すれば凶悪犯
罪が増える」といった治安に関連する事項、「冤
罪の危険性がある」等のその他の事項の 5事項に
大別したのち、回答の意味内容が同じと判断され
るものをまとめてさらに分類化した結果を表 1に
示す。賛否理由の相互の類似性やポジショニング
を明らかにするため数量化 3類による分析を行っ
た結果を図 3に示す。
死刑賛成群で最も多く挙げられた理由は「死に
は死で償う」（37.5％）で、これに近接して「凶
悪犯罪の防止」「治安悪化の抑止」「最高刑の存在
必要」など治安に関連する理由がプロットされ、
相互に関連した問題として把握されていることが図 2 死刑制度の賛否比率

表 1 全回答の分類一覧表

項目 回答数

被
害
者
感
情

A 被害者遺族の気持ちが収まる 56

B 自分の身内が被害なら許さない 22

C 犯人だけ生きていること不愉快 22

D 被害者遺族が可哀想 16

E 被害者遺族の精神的区切り 8

倫
理

F 国（法）による殺人 29

G 命の尊さ 19

H 人権尊重 11

I 倫理・道徳に反する 7

贖
罪

J 死には死で償う 95

K 非人道的行為・無反省は仕方ない 74

L 生きて命の尊さ学ぶ 55

M 生涯を刑務所で暮らす 39

N 社会に奉仕する 30

O 死では償えない 29

P 見せしめ 9

治
安

Q 犯罪抑止効果がある 42

R 廃止で治安が悪化 27

S 最高刑の存在が必要 27

T 再犯の可能性がある 13

そ
の
他

U 冤罪の危険性 26

W 死刑執行者に心理的負担 15

W 廃止は国際的な情勢 10

X その他 24
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わかる。「命の償い」と「犯罪抑止力」に関する
選択肢が上位にきている点は、内閣府の調査結果
（2009）と類似している。
死刑反対群では、「死では償えない」「命の重み

（尊さ）」といった倫理観に関する理由と「生涯刑
務所で暮らす」といった生かすことの方が苦しめ
ることになり、罰としての教育効果が高いという
考え方が主要な理由となっており、「生かして罪
の償いをさせる」という理由が最も多い点では、
内閣府調査で得られた廃止理由の結果と一致す
る。次に、判断保留群では「生きて命の尊さ学
ぶ」「冤罪の危険性」など世論調査で廃止理由に
挙げられた項目と「被害者遺族の気持ちがおさま
る」といった世論調査の存置理由で最も多かった
事項を共に挙げた回答が多く、冤罪問題や被害者
感情といった被害者側、加害者側のいずれか一方
だけに由来する問題の価値判断に苦慮したことが
うかがえる。
死刑を支持する世論の主な論拠には、被害者

（遺族）の応報感情への共感、死刑の犯罪抑止効

果、再犯の可能性をなくすことなどがあげられ
る。これに対し、死刑反対の立場からは、国家が
個人の生命権を侵す憲法違反（国家権力による殺
人）、抑止効果の科学的証明がない、誤判や冤罪
の危険性などの主張が行われている。分野を問わ
ず、死刑存置論と廃止論は戦わされてきたが、死
刑というものを見る位置の違いであり、どちらの
根拠も平行線をたどる絶対的でない宿命があると
いわれる（森，2012）。また、廃止論の森達也
（2009）は『死刑を巡る議論の本質は、論理では
なく感情の位相に関係がある』（「死刑のある国ニ
ッポン」、p 78）と述べている。
死刑存置論と廃止論の対立は、刑法では応報刑
論と目的刑論の対立として説明される（高山，
2011）。応報刑論は、社会秩序維持のためのみせ
しめとしての抑止力であり、極刑のシンボルとし
て死刑が位置する。また、正義を保つための均等
の原理（道徳的バランス）として、哲学的な観点
からの根拠付けと結びつくほか、行った罪は償う
という贖罪の思想など非難を重視する見解と結び
つく（森，2012）。これに対し、目的刑論では、
矯正教育と隔離による犯罪予防が重視される。ま
た、死刑の非人道性などを論拠に違憲論の視点か
らの廃止論も展開されている。
本結果によれば、死刑制度支持の主たる理由

は、被害者感情への共感よりも社会秩序維持のた
めの応報論的視点に基づくもので、これに対し、
死刑制度反対の理由としては、目的刑罰論的視点
が強いことが示された。
また、男性は賛成寄りに、女性は判断保留寄り
に回答する傾向もみられ、世論調査における 死
刑制度の将来的評価に関する回答の男女差と似た
結果といえる。

4．まとめ

大学生においても死刑賛成意見が過半数以上を
占め根強いことが明らかになった。しかし、内閣
府の世論調査で得られたような高い死刑支持率は
みられず、死刑制度に対して疑問を持つ者が他の
世代に比べ多いことがうかがえた。
また、賛否の判断保留の割合が全体の約 1/4を
占めた要因として、知識不足のほか、選択肢に社

図 3 死刑制度賛否理由の解析結果
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会復帰の可能性のない懲役刑（加重条件付き無期
懲役刑）を付加することで、死刑をめぐる判断に
影響を与える可能性が推測された。死刑制度に関
する理解を深めるためには、現在以上の情報を公
開して知識を深めさせる必要がある。
賛成・反対の理由は、内閣府による調査結果と
ほぼ類似していた。賛成意見では応報的刑罰観が
重視されるのに対し、反対意見では予防的刑罰観
を重視する傾向がみられ、いずれも償い方を重要
視しているといえる。また、根拠の中には加害
者、被害者双方に関連のあるものばかりでなく、
冤罪、被害者感情といった非対称的な事項もあ
り、死刑を被害側、罰せられる側、第三者的な裁
く側のどの視点からイメージするかで賛否判断に
違いが生じる可能性が考えられた。
また、佐藤ら（2011）は、「犯罪抑止の効果」

や「死刑は極刑のシンボル」といった項目は、知
識依存的であるため情報に影響されやすく、「命
をもって償う」といった信念への固執はディスカ
ッションで容易に変容すると報告している。死刑
制度に対する判断が近年の厳罰化傾向による情緒
的反応とするならば、死刑に関する知識内容、犯
罪報道の信頼性など死刑の判断に及ぼす影響要因
を絡めて、さらに検討することが必要と考えられ
る。
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The Attitude of University Students
toward the Death Penalty System

ABSTRACT

In this study, we researched what image university students, as the younger gen-

eration, have of the death penalty system, and their opinion of it.

The survey consistently asked university students their opinions regarding accept-

ing or abolishing the death penalty, providing three choices and allowing respondents

to freely provide their reasons. The result via simple tabulation was “accept” (agree)

52.7%, “neither” (I don’t know) 27.9%, “abolition” (disagree) 19.4%. Although “ac-

cept” was selected more often than “abolish”, there were more “neither” responses than

in the aforementioned public opinion poll. If we consider the “neither” group as dis-

agreeing, the younger generation has more doubts about the death penalty system.

We analyzed the reasons for “acceptance” or “abolition” by quantification method

III. The reasons for “admission” were ethical, such as dignity of life and that humans

have no right to take the lives of others. The reason for “neither” was mainly that ex-

piation of one’s sins can not to be done by death. In contrast, the reasons for accep-

tance were mainly based on an emotional desire for punishment, such as crime preven-

tion, or punishment as deterrence. Some of the reasons were diametrically opposed, but

others were not symmetric, such as false accusations and the feelings of victims. The

results show that the attitudes of university students toward the death penalty might be

changed by depending on whether they side with the victims or assailants, and further

studies about the reasons for different viewpoints are required.

Key Words: lay judge system, death penalty system, acceptance, abolition
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